
 入 札 公 告
 

 下記のとおり一般競争入札に付します。
 令和８年３月１０日

  　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　 　 　 　 　 　 　 　 　 分任支出負担行為担当官
                                                         関東管区警察局群馬県情報通信部長
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  　  　 　 石渡　 一成

 記
 １  契約担当官等の官職及び氏名

    分任支出負担行為担当官
    関東管区警察局群馬県情報通信部長  石渡　 一成

 
 ２  競争入札に付する事項

 （１）　 作 業 名 及 び 数 量　 通信施設構造物点検作業　 １式
 （２）　 作 業 場 所  群馬県内の別途指定する場所

 （３）　 期 間  契約締結日から令和８年１１月３０日まで
 （４）　 入 札 方 法 等  入札金額は総価を記入すること。

               　        なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額（道路使用許可申請にかかる手
数料（非課税）分を除く。）に当該金額の10パーセントに相当する金額を加算した価格をも
って落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

 かを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
 （５）電子調達システムの利用   

本案件は、「電子調達システム」（政府電子調達（ＧＥＰＳ））対象調達案件である。ただし、「電子調達システム」に
 より難い場合には、紙による入札ができるものとする。

 
 ３  競争入札に参加する者に必要な資格

 （１）　 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
　 　 　 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別

 の理由がある場合に該当する。
 （２）　 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。

（３）　 令和７・８・９年度の内閣府競争参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供等」のＡ、Ｂ、Ｃ又はＤに格付けされて
 いる者であること。

 （４）　 警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
 （５）　 入札説明書に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。

（６）　 秘密の内容を含む事項の場合は、当方が必要とする秘密の保全に関する事項について、当方の承諾が得られて
 いること。

 
 ４  契約条項を示し、入札説明書の配付を行う場所等

 （１）　 場　 所  群馬県前橋市大手町一丁目1番１号（群馬県警察本部８階）
            　  関東管区警察局群馬県情報通信部通信庶務課　 経理係

            　  問合せ先   電話番号  ０２７－２４３－０１１０（代表）
（２）　 入札説明書の交付方法　 本公告日から上記４（１）の所在地において交付する。ただし、「電子調達システム」

 （政府電子調達（ＧＥＰＳ）https://www.p-portal.go.jp/）から入手することもできる。
 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 なお、仕様書については、４（１）の所在地又は着払いでの交付とする。

 (3)　 日  時　 令和８年３月１０日（火）から令和８年３月３０日（月）まで
 　 　 　 　 　 　  （４（１）の所在地で交付を受ける場合は、官庁執務時間内、土日祝日を除く）

 
 ５　 競争参加資格を有することを証明する書類及び入札書の提出場所並びに提出期限

（１）　 提出方法　 ５（２）に示す期限までに、「電子調達システム」により提出しなければならない。ただし、「電子調達シ
 ステム」により難い場合には、４（１）に示す場所に、同期限までに提出しなければならない。

 （２）　 期　 限　 令和８年３月３０日（月）　 1２時00分
     　

 ６　 開札の場所並びに日時 「調達ポータル」リンク先                                           
 （１）　 場　 所　 群馬県前橋市大手町一丁目１番１号

 　 　 　 　 　 　 　 関東管区警察局群馬県情報通信部　 会議室
 （２）　 日　 時　 令和８年３月３０日（月）　 １４時00分

 
 ７　 その他

 （１）　 入札保証金　 徴収免除
 （２）　 入札の無効

       本公告に示した入札参加に必要な資格の無い者の入札及び入札条件に違反した入札は無効とする。
 （３）　 契約書の作成の要否　

 　 　 　 契約の締結に当たっては、契約書の作成を要する。
（４）　 令和８年度当初予算に係る契約締結は、令和８年度当初予算に当該経費が盛り込まれるとともに、同予算が成
　 　 立し、予算示達がなされることを条件とする。


